


















要約:伝統的に児童福祉行政,母子保健行政は県が責任を持ち実施してきた。母子保健法の

改正により,平成 9年度より母子保健サービスは実施主体が市町村に移譲される。だが,基

本的には,児童福祉行政は,県に残されたままである。

これからの市町村レベルにおける「保健」と「福祉」の連携を考える場合,基本的には,①

国連「児童の権利に関する条約」の発効に伴う子どもの権利擁護プログラム(人権救済・

代弁・権利調整)の整備,②国連・国際家族年の原則「家庭支援」の理念を踏まえ,以下の

ような問題が整理されなければならない。①サービス実施主体のズレの問題,②「福祉」

とくに「児童福祉」の対象の変化(要保護児童対策からすべての子どもを対象に拡大),③

子どもへの支援のみならず親(家庭)の子育て支援策の整備・体系化の課題等である。

そこで,本研究では,現状についてのグループ・インタビュー,事例調査を通して,これから

の「保健」と「福祉」の連携のあり方の基礎的問題を考察し提言した。

要約すれぱ,子どもと親(家庭)のウェルビーイング(人権の尊重と自己実現の支援)の実現

をめざす子ども家庭サービス(child　and　family　services)の理念の普及である。具体

的には,①「子どものためのサービス」,②「親のためのサービス」,③「親を通した子ど

もへのサービス」があり,サービスの種類としては,①促進サービス(promotion),②予防サ

ービス(prevention),③支援サービス(support),④援助サービス(help),⑤保護サービス

(protection)などがある。これらを保健系ヒューマン・パワー(医師,保健婦,看護婦,助産

婦),ケア系ヒューマン・パワー(保母,保育ママ),福祉系ヒューマン・パワー(ソーシャル

ワーカー),心理系ヒューマン・パワー(臨床心理士など)がどう連携し分担していくかが今

後検討されなければならない。


